様式第３号（その１）（第11関係）

神戸市住宅宿泊事業法消防法令適合状況チェックシート

消防法令適合通知書の交付申請にあたっては、あらかじめ次の事項について確認してください。
	届出住宅の名称
	

	届出住宅の所在地
	



	申請者確認欄

	事前に健康局へ確認しましたか？
（住宅宿泊事業の実施を制限している区域・期間の確認）
	□確認した
□確認していない

	防火対象物使用開始届出書（神戸市火災予防規則様式第９号）を添付していますか？
	□添付する
□添付しない

	届出住宅を含む防火対象物の消防用設備等点検結果報告書の写しを添付してますか？（消防法第17条の３の３により点検をしなければならないものに限る。）
	□添付する
□添付しない

	届出住宅を含む防火対象物の防火対象物点検結果報告書の写しを添付していますか？（消防法第８条の２の２により点検をしなければならないものに限る。）
	□添付する
□添付しない



申請部分の面積について
	防火対象物全体の延べ面積
	　　　　　　　㎡

	届出住宅部分の床面積
	　　　　　　　㎡

	宿泊室の床面積の合計
	　　　　　　　㎡





※用途判定（消防署記入欄）
	当初の
用途
	
	人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在となるか
	宿泊室の面積の合計
	用途判定

	住宅
	□
	不在とならない
	□
	50㎡以下
	□
	住宅

	
	
	
	□
	50㎡を超える
	□
	(5)項イ

	
	□
	不在となる
	□
	(5)項イ

	共同住宅等
	□
	不在とならない
	□
	50㎡以下
	□
	(5)項ロ

	
	
	
	□
	50㎡を超える
	□
	(5)項イ又は(16)項イ

	
	□
	不在となる
	□
	(5)項イ又は(16)項イ


※一般住宅の場合は棟（建物）単位で、共同住宅の場合は住戸単位で家主住宅宿泊事業者が不在とならない場合

	※消防署確認年月日：　　年　　月　　日　　　　担当者名：　　　　　　　　




様式第３号（その２）（第11関係）
	申請者確認欄

	１　住宅宿泊事業者の居住状況
　□ 居住する
　□ 居住しない

	２　防火管理体制（消防法第８条関係）
　□ 建物全体に防火管理者の選任が必要　⇒　防火管理者名（　　　　　　　　　　　　）　　
　□ 建物全体に防火管理者の選任は不要

	３　避難上必要な施設等（消防法第８条の２の４関係）
　□ 避難経路（廊下・階段等）に避難上支障となる物品が置かれていない。
　□ 避難経路（廊下・階段等）に避難上支障となる物品が置かれている。

	　□ 防火戸の閉鎖障害となる物品は置かれていない。または、防火戸はない。
　□ 防火戸の閉鎖障害となる物品が置かれている。

	４　防炎物品の状況（消防法第８条の３関係）
　※ 届出住宅で使用する物品を選択してください。
　□ じゅうたん　□ カーテン　□ 布製ブラインド　　□ いずれも使用しない

	　※ 上記物品に防炎表示はありますか？
　□ すべて防炎表示あり　□ 一部防炎表示あり　□ すべて防炎表示なし

	[bookmark: _GoBack]５　こんろ、給湯湯沸設備等の火気使用設備の状況（消防法第９条・神戸市火災予防条例第３章関係）
　□ こんろ・給湯湯沸設備・乾燥設備を利用している。
　□ こんろ・給湯湯沸設備・乾燥設備のいずれも利用していない。

	６　住宅用火災警報器・消防用設備等の設置状況（消防法第９条の２・第17条関係）
　※ 届出住宅に設置される設備を選択してください。
　□ 住宅用火災警報器　□ 自動火災報知設備　□ 特定小規模施設用自動火災報知設備
　□ 消火器　　　□ 避難器具等　　　□ 誘導灯
　□ その他（            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　）

	７　消防用設備等の点検実施状況（消防法第17条の３の３関係）
　□ 消防用設備等の点検は適切に実施し、所轄消防署に報告されている。
  □ 点検報告が必要な消防用設備等は、設置されていなかった。   
　※ 前回報告年月日（　　　年　　月　　日）　

	　□ 防対象物点検は適切に実施し、所轄消防署に報告されている。
　□ 防火対象物点検報告義務はなかった。　　
　※ 前回報告年月日（　　　年　　月　　日）　

	８　避難経路図の掲示等（住宅宿泊事業法第６条・神戸市火災予防条例第47条関係）
　□ 届出住宅の見やすい箇所に避難経路図を掲示している。
　□ 届出住宅に非常用照明器具を適切に設置している。
　□ 宿泊室に携帯用電灯を備えている。

	９　住宅宿泊事業を行う上での建物所有者等への確認
　□ 住宅宿泊事業者が建物所有者である。
　□ 住宅宿泊事業者は建物所有者ではない。住宅宿泊事業を行うことを所有者へ確認した。
　□ 住宅宿泊事業者は建物所有者ではない。住宅宿泊事業を行うことを所有者へ確認していない。
　※ 建物所有者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



